
報告第８号

令和元年度豊川市一般会計予算の事故繰越しに係る繰越しについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第３項ただし書の規定に

基づき、令和元年度豊川市一般会計予算の事故繰越しに係る繰越しをしたの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項において

準用する同令第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和２年６月４日提出

豊川市長 竹 本 幸 夫



既 収 入

特定財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

９　消防費 １　消防費 防災施設等整備費 令和2年5月 9,987,659 0 9,987,659 0 9,987,659 0 0 4,629,000 0 0 5,358,659

　避難誘導装置の部材の一部の
製造工場が中国にあり、新型コロ
ナウイルスの感染拡大に伴い、中
国での生産活動や物流機能が停
止したことにより、年度内の納品
が不可能となったため、年度内完
了が困難となり、繰越しをした。

左の財源内訳左の内訳

支出済額 支出未済額
支 出 負 担
行為予定額

説　　明

令和元年度豊川市一般会計事故繰越し繰越計算書

未収入特定財源款 項 事　　業　　名 事業完了(予定) 翌年度繰越額
支出負担
行 為 額 一般財源




